
 議案第２５号 

   墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２５年２月１４日 

 

                提出者 墨田区長  山  﨑    昇    

 

   墨田区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 墨田区道路占用料等徴収条例（昭和４７年墨田区条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第１項中「。以下「電線共同溝整備法」という。」を削り、「又は電線共同

溝整備法」を「又は同法」に、「占用開始（電線共同溝に係る占用料にあっては、電

線共同溝整備法第１０条、第１１条第１項若しくは第１２条第１項の規定により行っ

た許可又は電線共同溝整備法第２１条の規定により成立した協議に係る電線共同溝へ

の電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる

場合には、当該敷設工事を開始する日）」を「占用の期間の開始」に改め、同項ただ

し書を次のように改める。 

  ただし、次の各号に掲げる占用料は、当該各号に定める時期に徴収するものとす

る。 

 ⑴ 占用の期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の期間に係る各年度

分の占用料 毎年度４月３０日まで 

 ⑵ 現に占用を継続するもので期間を更新する場合における期間更新以降の期間に

係る占用料（前号に掲げるものを除く。） 占用の更新期間の開始の日から１月

以内 

 別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中「６，５７０円」を「６，７５

０円」に、「１０，２００円」を「１０，３００円」に、「３，７４０円」を「４，

４８０円」に、「６，０４０円」を「７，２４０円」に、「８，３２０円」を「９，

９８０円」に、「５１０円」を「６００円」に、「６８円」を「６０円」に、「３３



円」を「３６円」に、「５，１８０円」を「５，９００円」に、「３，４５０円」を

「３，６１０円」に、「１０，７００円」を「１２，０００円」に、「２０，４００

円」を「１８，０００円」に、「９，４４０円」を「１１，３００円」に改め、同表

法第３２条第１項第２号に掲げる物件の項中「１３０円」を「１４０円」に、「２２

０円」を「２５０円」に、「３３０円」を「３６０円」に、「５１０円」を「５４０

円」に、「６８０円」を「７２０円」に、「１，０４０円」を「１，０８０円」に、

「１，４００円」を「１，４４０円」に、「２，４１０円」を「２，５３０円」に、

「３，４５０円」を「３，６１０円」に、「６，９１０円」を「７，２３０円」に改

め、同表法第３２条第１項第３号に掲げる施設の項中「７，２４０円」を「８，６８

０円」に改め、同表法第３２条第１項第４号に掲げる施設の項中「９，４４０円」を

「１１，３００円」に改め、同表法第３２条第１項第５号に掲げる施設の項中「１０，

４００円」を「９，０２０円」に、「６，２５０円」を「５，４１０円」に、「８，

２２０円」を「８，０４０円」に改め、同表法第３２条第１項第６号に掲げる施設の

項中「２００円」を「１８０円」に、「２０，４００円」を「１８，０００円」に改

め、同表令第７条第１号に掲げる物件の項中「２０，４００円」を「１８，０００

円」に、「８，６４０円」を「９，４６０円」に、「２００円」を「１８０円」に、

「２０４，０００円」を「１８０，４００円」に、「１０２，０００円」を「９０，

２００円」に改め、同項の次に次のように加える。 

 

令第７条第２号に掲げる工作物 

占用面積１平

方メートルに

つき １年 

１２，０００円 

令第７条第３号に掲げる施設 

占用面積１平

方メートルに

つき １年 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 

 別表令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる工事用材料置場の

項中「第７条第２号」を「第７条第４号」に、「同条第３号」を「同条第５号」に、 

「１２，９００円」を「１５，４００円」に、「４，１７０円」を「５，０００円」

に、「２０，４００円」を「１８，０００円」に改め、同表令第７条第４号に掲げる

仮設建築物及び同条第５号に掲げる仮設収容施設の項中「第７条第４号」を「第７条



第６号」に、「同条第５号」を「同条第７号」に、「９，４４０円」を「１１，３０

０円」に改め、同表令第７条第６号に掲げる施設（高速自動車国道及び自動車専用道

路以外の道路に係るものを除く。）の項中「第７条第６号」を「第７条第８号」に改

め、同表令第７条第７号に掲げる施設並びに同条第８号に掲げる施設及び自動車駐車

場（同号ロに掲げる道路に係るものを除く。）の項中「第７条第７号」を「第７条第

９号」に、「同条第８号」を「同条第１０号」に改め、同表令第７条第９号に掲げる

応急仮設建築物の項中「第７条第９号」を「第７条第１１号」に改め、同表令第７条

第１０号に掲げる器具の項中「第７条第１０号」を「第７条第１２号」に改め、同表

令第７条第１１号に掲げる施設の項中「第７条第１１号」を「第７条第１３号」に改

める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条第１項及び別表の規定は、この条例の施行の日以

後の占用に係る占用料から適用する。ただし、同日前に占用許可を受け、既に占用

料を納付したものについては、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 道路法施行令の一部改正に伴い道路占用料を徴収する占用物件を新設するとともに、

固定資産税に係る固定資産の評価替えに伴い同占用料を改定するほか、占用の期間が

複数年度にわたる場合の同占用料の徴収方法等を改める必要がある。 


